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本資料は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法

律（平成１７年法律第１２４号）の施行に当たり、各市町村及び都道府県

において最低限必要となる業務を挙げ、現時点で想定できる業務を行うに

当たっての留意点を整理したものです。 

今後、各自治体における高齢者虐待への取組状況その他の制度の運用状況

を踏まえつつ、より適切な対応を促進する観点から本資料の内容の追補、

充実を図ることとしています。 



はじめに 

 

高齢者への虐待の問題は、近年深刻な問題となっています。平成１５年に厚

生労働省が行った調査では、虐待を受けている高齢者のうち、約１割が生命に

関わる危険な状態であり、約半数が心身の健康に悪影響がある状態となってい

ます。この背景には様々な要因が絡んでいることが伺われるところであり、高

齢者虐待は高齢者の尊厳を冒す重大な問題であるということを踏まえつつ、社

会全体での早急な対応が必要です。 

 

このような状況の下、昨年秋の臨時国会において、高齢者虐待の防止、高齢

者の養護者に対する支援等に関する法律、いわゆる高齢者虐待防止・養護者支

援法が与野党全会一致で可決成立しました。 

 この法律では、住民に最も身近な市町村や都道府県を具体的な対策の担い手

として明確に位置付け、高齢者虐待の早期発見・早期対応を図るとともに、養

護者の支援を行いその負担の軽減を図ることとしています。 

 

このマニュアルは高齢者虐待を防止し、養護者を支援するためにどのような

体制が必要か、具体的な通報等があったときにどのような流れで対応すべきか

など市町村等が新たに事務体制を確立し、業務を進める上で必要な最低限のポ

イントをお示しし、円滑な立ち上がりが図られるようにすることを目的として

います。 

体制の在り方には画一的な答えはありません。地域の実情に応じて、様々な

地域資源も活用しながら、高齢者の方々の尊厳が尊重される社会の実現に向け

て必要な体制が整えられることが期待されます。 

 

法律の附則第３項にもあるとおり、高齢者虐待の防止・養護者支援の制度の

在り方については、施行後３年を目途として施行状況等を勘案して改めて検討

を行い、必要な措置が講じられることが予定されています。 

 このマニュアルは先進的な都道府県・市町村や有識者の方々のご協力をいた

だきながら作成いたしましたが、今後高齢者の権利利益の援護に向け積み上げ

られる様々な実例を踏まえながら不断に見直していきたいと考えています。 

 

このマニュアルが高齢者の安全確保と養護者の方々の負担軽減に向けて取り

組む方々の業務の一助となることを期待しております。 

 

平成１８年３月 

               厚生労働省 老 健 局
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